
 

 

 

 

2021 年 5 月 18 日 

各 位 

会 社 名  横 河 電 機 株 式 会 社 

 代 表 者 名  代表取締役社長  奈良  寿

 コ ー ド 番 号  6841 東証第一部  

 問 い合 せ先  IR 部長     中谷 博彦 

Tel 0422-52-6845 

 

定款一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2021 年 6 月 23 日開催予定の第 145

回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

１. 定款変更の目的 

 新事業領域における事業の本格展開に備え、現行定款第 2 条（目的）の追加を行うとともに、経営の

効率化及び任意的記載事項の簡素化の一環として、現行定款第 20 条（議事録）を削除するものです。 

 

２. 定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりです。 

 

３. 日程 

定款変更のための株主総会開催日 2021 年 6 月 23 日（予定） 

定款変更の効力発生日 2021 年 6 月 23 日（予定） 

以上 

  



 

（別紙） 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第2条（目的） 

 当会社の事業目的は次のとおりとする。 

(1)～(9) （条文省略） 

（新設） 

 

（新設） 

(10)～(21) （条文省略） 

 

第20条（議事録） 

 株主総会の議事及び決議並びにその他法令に定める

事項は議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取

締役の記名捺印又は電子署名を要する。 

 

第21条～第37条 （条文省略） 

第2条（目的） 

 当会社の事業目的は次のとおりとする。 

(1)～(9) （現行どおり） 

(10)食料品、化粧品、医薬品、医薬部外品及びその他

の化学品並びにこれらの原材料の製造、販売 

(11)バイオテクノロジーに関連する事業 

(12)～(23) （現行どおり） 

 

（削除） 

 

 

 

 

第20条～第36条 （現行どおり） 

  

 


